
第4号　平成17年10月26日（水曜日）

会議録本文へ

平成十七年十月二十六日（水曜日）

　　　　午前九時三十一分開議

　出席委員

　　　委員長　原田　義昭君

　　　理事　谷本　龍哉君　理事　土屋　品子君

　　　理事　中谷　　元君　理事　西銘恒三郎君

　　　理事　渡辺　博道君　理事　武正　公一君

　　　理事　山口　　壯君　理事　丸谷　佳織君

　　　　　　愛知　和男君　　　　猪口　邦子君

　　　　　　宇野　　治君　　　　小野寺五典君

　　　　　　越智　隆雄君　　　　大前　繁雄君

　　　　　　河井　克行君　　　　高村　正彦君

　　　　　　鈴木　馨祐君　　　　鈴木　淳司君

　　　　　　藤田　幹雄君　　　　宮下　一郎君

　　　　　　山中あき子君　　　　篠原　　孝君

　　　　　　田中眞紀子君　　　　津村　啓介君

　　　　　　長島　昭久君　　　　松原　　仁君

　　　　　　松本　大輔君　　　　鷲尾英一郎君

　　　　　　赤羽　一嘉君　　　　赤嶺　政賢君

　　　　　　照屋　寛徳君

　　　　…………………………………

　　　外務大臣　　　　　　　　　町村　信孝君

　　　外務副大臣　　　　　　　　谷川　秀善君

　　　外務大臣政務官　　　　　　小野寺五典君

　　　外務大臣政務官　　　　　　河井　克行君

　　　財務大臣政務官　　　　　　倉田　雅年君

　　　経済産業大臣政務官　　　　山本　明彦君

　　　政府参考人

　　　（内閣官房内閣参事官）　　猪俣　弘司君

　　　政府参考人

　　　（内閣官房拉致問題連絡・調整室長）

　　　（内閣府拉致被害者等支援担当室長）　　　　　　　　江村　興治君

　　　政府参考人

　　　（防衛庁運用局長）　　　　山崎信之郎君

　　　政府参考人

　　　（防衛施設庁施設部長）　　戸田　量弘君

　　　政府参考人

　　　（外務省大臣官房審議官）　鶴岡　公二君

　　　政府参考人

　　　（外務省大臣官房審議官）　八木　　毅君

　　　政府参考人

　　　（外務省大臣官房参事官）　梅田　邦夫君

　　　政府参考人

　　　（外務省大臣官房広報文化交流部長）　　　　　　　　岡田　眞樹君

　　　政府参考人

　　　（外務省北米局長）　　　　河相　周夫君

　　　政府参考人

　　　（外務省経済協力局長）　　佐藤　重和君

　　　政府参考人

　　　（外務省国際法局長）　　　小松　一郎君

　　　政府参考人

　　　（環境省自然環境局長）　　南川　秀樹君

　　　政府参考人

　　　（国際協力銀行理事）　　　岩下　　正君

　　　外務委員会専門員　　　　　前田　光政君

　　　　―――――――――――――

委員の異動

十月二十六日

　辞任　　　　　　　　　補欠選任

　　三ッ矢憲生君　　　　　大前　繁雄君

　　吉良　州司君　　　　　松本　大輔君

同日

　辞任　　　　　　　　　補欠選任

　　大前　繁雄君　　　　　三ッ矢憲生君

　　松本　大輔君　　　　　長島　昭久君

同日

　辞任　　　　　　　　　補欠選任

　　長島　昭久君　　　　　鷲尾英一郎君

同日

　辞任　　　　　　　　　補欠選任

　　鷲尾英一郎君　　　　　吉良　州司君

　　　　―――――――――――――

十月二十五日

　沖縄の新基地建設中止、基地の全面撤去に関する請願（赤嶺政賢君紹介）（第六〇号）

同月二十六日

　核兵器の廃絶に関する請願（高木義明君紹介）（第一五九号）

　同（平岡秀夫君紹介）（第一六〇号）

　同（中川正春君紹介）（第一六九号）

　同（横光克彦君紹介）（第一七〇号）

　同（金田誠一君紹介）（第一八九号）

　同（土肥隆一君紹介）（第一九〇号）

　同（阿部知子君紹介）（第二五〇号）

　同（赤嶺政賢君紹介）（第二五一号）

　同（石井郁子君紹介）（第二五二号）

　同（笠井亮君紹介）（第二五三号）

　同（穀田恵二君紹介）（第二五四号）

　同（佐々木憲昭君紹介）（第二五五号）

　同（志位和夫君紹介）（第二五六号）

　同（塩川鉄也君紹介）（第二五七号）

　同（高橋千鶴子君紹介）（第二五八号）

　同（吉井英勝君紹介）（第二五九号）

　同（赤嶺政賢君紹介）（第三二一号）

　同（石井郁子君紹介）（第三二二号）

　同（笠井亮君紹介）（第三二三号）

　同（穀田恵二君紹介）（第三二四号）

　同（佐々木憲昭君紹介）（第三二五号）

　同（志位和夫君紹介）（第三二六号）

　同（塩川鉄也君紹介）（第三二七号）

　同（高橋千鶴子君紹介）（第三二八号）

　同（武正公一君紹介）（第三二九号）

　同（吉井英勝君紹介）（第三三〇号）

　同（末松義規君紹介）（第三七一号）

　核兵器完全禁止・核廃絶国際条約の締結に関する請願（赤嶺政賢君紹介）（第二三四号）

　同（石井郁子君紹介）（第二三五号）

　同（笠井亮君紹介）（第二三六号）

　同（五島正規君紹介）（第二三七号）

　同（穀田恵二君紹介）（第二三八号）

　同（佐々木憲昭君紹介）（第二三九号）

　同（志位和夫君紹介）（第二四〇号）

　同（塩川鉄也君紹介）（第二四一号）

　同（仙谷由人君紹介）（第二四二号）

　同（高木義明君紹介）（第二四三号）

　同（高橋千鶴子君紹介）（第二四四号）

　同（保坂展人君紹介）（第二四五号）

　同（三谷光男君紹介）（第二四六号）

　同（山田正彦君紹介）（第二四七号）

　同（吉井英勝君紹介）（第二四八号）



　同（近藤昭一君紹介）（第三三一号）

　同（斉藤鉄夫君紹介）（第三三二号）

　同（松本大輔君紹介）（第三三三号）

　同（山井和則君紹介）（第三三四号）

　同（柚木道義君紹介）（第三七二号）

　沖縄の新基地建設中止、基地の全面撤去に関する請願（赤嶺政賢君紹介）（第二四九号）

　核兵器廃絶国際条約の締結促進に関する請願（仲野博子君紹介）（第三六九号）

　核兵器廃絶国際条約の締結に関する請願（三井辨雄君紹介）（第三七〇号）

は本委員会に付託された。

　　　　―――――――――――――

本日の会議に付した案件

　政府参考人出頭要求に関する件

　国際情勢に関する件

このページのトップに戻る

　　　　　――――◇―――――

○原田委員長　これより会議を開きます。

　国際情勢に関する件について調査を進めます。

　この際、お諮りをいたします。

　本件調査のため、本日、政府参考人として外務省大臣官房審議官鶴岡公二君、大臣官房審議官八木毅君、大臣官房参事官梅田邦夫君、大臣官房広報文化交流部長岡田眞樹君、北米局長河相周夫君、経済協力局長佐藤重和君、国際法局長小松一郎君、内

閣官房内閣参事官猪俣弘司君、拉致問題連絡・調整室長兼内閣府拉致被害者等支援担当室長江村興治君、防衛庁運用局長山崎信之郎君、防衛施設庁施設部長戸田量弘君、環境省自然環境局長南川秀樹君、国際協力銀行理事岩下正君の出席を求め、説明

を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

　　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○原田委員長　御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

　　　　―――――――――――――

○原田委員長　質疑の申し出がありますので、順次これを許します。猪口邦子君。

○猪口委員　委員長、発言をお許しいただきましてありがとうございます。

　私は、昨年の春まで二年間にわたりまして、軍縮大使として活動する機会に恵まれました。外務委員会にて発言するこの最初の機会に、私は、そのような機会を与えてくださいましたことにつき、日本政府に心からのお礼を申し上げたいと思います。

　長年、国際政治学を専攻して、上智大学で教えてまいりました。研究者にとって、やはり実務の場において世界の議場において活動することは大変意義深いことでございました。必ず、国会議員としての私の活動にその経験を反映させたいと考えております。

　それで、まず最初の質問なんですが、日中関係についてでございます。

　今日、総理の靖国参拝のことばかりが内外から注目されているわけでございますけれども、私といたしましては、本日、やや別の観点から、総理の中国への対応が非常に前向きなものであって、かつ一貫してぶれがないということを議論していきたいと思います。

　まず、世論におきまして中国脅威論が非常に強かったころから、小泉総理は一貫して中国の経済発展を前向きにとらえてきたわけです。日本にとってもチャンスであるというような意味、何度も発言されておりますし、成長する中国に対する非常に温かい立場、こ

れが一貫して出ている発言を繰り返してこられました。かつ、特徴としては、そのスタンスにぶれがないということであります。

　幾つか例を引用いたしますけれども、例えば、二〇〇二年の四月の時点で既にこう発言しておられます。「中国の経済発展を「脅威」と見る向きもありますが、私はそうは考えません。私はむしろ、中国のダイナミックな経済発展が日本にとっても「挑戦」、「好機」であ

ると考えています。」これが二〇〇二年の時点です。

　二〇〇三年になって、五月に、サンクトペテルブルクの胡錦濤国家主席との首脳会談の場で、私はこのとき軍縮大使でしたのでちょっと思い出深いんですけれども、そこでこう述べておられます。「中国の発展につき、我が国の一部には警戒論あり。しかし、自分

は、これを「チャンス」と捉え、互恵の関係を築いていくべきと考えている。」

　それから、昨年になりまして、十一月、ラオス、温家宝総理との首脳会談で、「自分は、三年前から中国の経済発展は「脅威」ではなく、「チャンス」であると言ってきたが、いま正にそのようになっており、嬉しく思う。」「相互依存関係は益々深まっている。」

　そして、一番最近、この四月にジャカルタにおいて、やはり胡錦濤国家主席との首脳会談ですけれども、こう述べておられます。「中国においては反日感情、日本においては嫌中感情をもつ向きも一部にあるが、責任ある指導者としては、これらに影響されることな

く、日中友好の大局に基づいて関係を発展させていくべきである。」

　このように一貫したものがありますし、さらに中国側の挑発的な行為とも見えることがあっても、非常に冷静な一貫した態度が崩れることがなかったというのも特徴だと思うんです。

　例えば、五月に愛知万博賓客として訪日されました呉儀副総理が直前にアポをキャンセルされるということに対しても、小泉総理は決して怒ることなく、日中友好の立場で非常に冷静に対応しました。

　それから、昨年の十一月、中国原子力潜水艦によります我が国の領海侵犯といいますか潜没航行事案が発生しましたときも、中国側は遺憾の意を表し再発防止を約束して、小泉総理はその後の日中首脳会談におきまして再発防止の重要性を説くという非常に

冷静な対応をしたわけです。

　つまり、総理は決して事態をエスカレートさせることはない外交対応をした、挑発的なことに乗るということはなく、かつそれは場当たり的なものではない、非常にそこには系統的な冷静な対応というものがあると思います。そのことは靖国参拝のことと比べると注目

されないんですけれども、私は外交のあり方として特別に評価すべきと思って、きょうこのように発言しております。

　必要なことは、中国政府がこのような分析をしっかりと行って、そして小泉総理のそのような中国へのぶれない思いというものをしっかりと深く受けとめてくれるということであり、そのように働きかけていただきたいと思うわけです。

　それから、総理からのそのような一貫したメッセージが出ているわけですから、実務レベルにおいてどうそれを生かしていくか、そしてその意味を中国に理解させて、いかに中国から建設的な態度を引き出していくか、そういうことにおいて腐心する必要があると思う

のですけれども、ぜひ外務大臣のお考えを伺いたく思います。

○町村国務大臣　猪口委員には、軍縮大使として大変な御活躍を当時いただきましたこと、心から感謝をしているところでございます。

　今委員がお触れになりました小泉総理の、いわば外交スタイルとでも申しましょうか、考え方、終始冷静沈着、一貫している、ぶれない、それでいて主張すべきは主張する、私はこれは大変重要なことだと思っております。私自身、外交はとてもふなれなものでござ

いますから、小泉総理のそうした一貫した姿勢というものについては大変多く学ぶべきものがある、こう思っているわけであります。

　特に中国との関係でいえば、今委員がまさに述べられましたように、何度となく、中国の発展は脅威だ脅威だという声がだんだん強まるわけでありますけれども、そうではなくて好機だ、チャンス、あるいはオポチュニティーという表現を使っておりますが、そういうも

のであるからして、むしろ中国の発展とともに日本もともに栄えていく、発展をしていく。その基本として、日中関係は二国間にとって重要なだけではなくて、アジア全体にとってあるいは世界にとって重要な二国間関係だから、この発展を図っていかなければいけない

ということも常に小泉総理が述べておられるところである、私もそう理解をしているところであります。

　そういう意味で、そうはいっても国と国の関係ですから、個々の案件で、靖国であれ、あるいは原潜の問題であれ、あるいは昨今の東シナ海のガス油田開発等であれ、それは常に同じ意見というわけにはいかない。それぞれの国益があったりそれぞれの意見が

あって相違があることは、それは現実にあると思います。それは、最も親しい関係である日米間においても、必ずしも常に全く同じ意見ということはございません。

　しかし、いかにそれを乗り越えていくのか、克服していくのかということが大切だろうし、その努力というものを、首脳レベルはもとよりですけれども、外交当局も全力を挙げてそうした問題点の克服に努めていくということが必要なんだろうと思います。

　そういう意味で、まず首脳レベルの対話あるいは外務大臣同士の対話というものも必要でありましょう。そういう意味で、私は、先般の訪中が先方によって受ける雰囲気にないということになったのは大変残念なことであり、実は遺憾なことだとは思っております。

思っておりますけれども、そこで大声を立ててどなりまくってみても、これはしようがないことであります。

　やはり、国と国との関係はさっき申し上げた冷静かつ沈着でなければならないというようなことで、また今後いろいろなチャンスもあろうかと思いますので、いろいろな場を通じて日中間のしっかりとした建設的な話し合いをしていき、そして、中国がややもすると自国

中心的になりがちなところがございますので、今まで以上にやはり国際社会で中国が建設的な役割を果たしていく、そういう方向に私どもも彼らが進んでもらうことを期待しておりますし、またそういう方向に彼らを持っていくような外交努力というものもやっていかなけ

ればいけないだろう。

　ごく最近の例でありますけれども、先週末、ソウルで日中韓の環境大臣会合というのがございました。果たして日本の環境大臣がソウルに行けるのかという心配をされる向きも一部ございましたが、全く問題なく、その環境大臣会合は開かれました。

　そこでアジアを中心とする環境問題、グローバルなそうした問題について真摯な話し合いが行われたということは、まさに中国が国際社会の中で責任ある重要な役割を果たしていくという姿勢の一つのあらわれだというふうに私も評価をしておりますし、そういう意

味で、中国との関係をより前向きに積極的につくり上げていくように、実務を担当する外務省、外務大臣以下、懸命の努力をしていかなければいけない、かように考えております。

○猪口委員　前向きな御答弁、ありがとうございました。二国間関係の問題だけでなく、ぜひ、日中がともにより大きな世界システムの中でどういう役割を果たすのかというようなことも含めて、今後時間を十分にとって御議論していかれることを希望します。

　そして、次の質問に移ります。

　ＯＤＡと貧困、そして軍縮にかかわることですけれども、私のお願いは、日本のＯＤＡを軍縮の翼に乗せて拡大していただきたいということであります。

　まず、貧困についての根本原因の研究にはさまざまありますが、最近の大きな特徴は、やはり内戦の再発と連鎖による疲弊と荒廃、これが貧困の一つの大きな原因と考えられます。ですから、貧困問題を解決するには、まずは内戦を再発なき終結に導かなけれ

ばならない、こう考えるわけですが、そのためには、内戦の直接的な手段となります小型武器でありますとか、そして例えば農村を復活させるためにも、対人地雷がそこに放置されていては人々が戻れないというような問題が多々あります。

　ぜひ、日本の主張として、軍縮は重要な分野であり、ＯＤＡの中で、日本のＯＤＡは軍縮の翼に乗せて拡大していくというようなメッセージを世界にも出し、またＯＤＡ予算の拡充強化が難しいこの状況の中で国民の理解を得るためにも、軍縮のＯＤＡの中における重

視ということを進めていただきたいと思いますが、当局のお考えをお伺いいたします。

○谷川副大臣　ただいま外務大臣にちょっと国際電話がかかっておりますので、私の方から答弁をさせていただきたいと思います。

　今、猪口先生が御指摘のとおり、ＯＤＡにつきましては、いろいろな分野で日本が協力をさせていただいておるところでございますから、このＯＤＡを十分活用していくということがぜひ必要であろうと思いますし、それにつきましても、軍縮の翼に乗せるという先生の

お考えは非常に私は有効な手段ではないかというふうに思っております。

　そういう意味で、小型武器の除去だとか地雷の除去だとかという点については、これはやはり積極的に十分活用させていただきたいというふうに思っておるところでございます。

○猪口委員　ありがとうございました。

　小型武器の分野では、ことしも日本を含めて小型武器の決議案を総会に提出する努力の中にあると思います。ことしは日本が調整国であると存じておりまして、ぜひこの決議案が全会一致で、第一委員会にて、そして続いて総会にて採択されますよう、よろしく大

臣の御指導をお願いいたしたいと思います。

　この小型武器あるいは地雷のこととの関係におきましては、一つお願いだけさせていただきたいと思いますが、世界では、セキュリティー・アンド・ディベロプメントといいますが、安全保障と開発の問題を一つのパラダイムの中でとらえるという大きな政策論の流れ

がございます。希望といたしましては、世界銀行など開発銀行系のところにおいて、貧困の根本原因を退治していくという中で、もう少し地雷除去あるいは小型武器の除去ということを考える、視野に入れるということを積極的にやっていただきたいということでありま

して、そういう方向に向けて日本から発信し、できれば働きかけていただきたいと思います。

　すぐにはなかなか難しいと思います。しかし、例えばＵＮＤＰ、国連開発計画などにおきましては、日本の働きかけのかいもあって、今日では、開発におきます小型武器の除去は非常に重点化されたプログラムとなっております。ですから、そのような効果もあります

ので、あきらめずに世界銀行系にもよろしくお願いしたいと思います。

　そこで、次に移りたいと思います。次の私の質問は、多国間協議体におきます日本外交の存在感の向上にかかわることです。

　言うまでもなく、外交にはバイとマルチという二つがありまして、それは、二国間、日本と相手国の外交と、あともう一つは多国間外交と呼ばれまして、国連やジュネーブ、各種条約協議体などにおきます多国間の協議であります。

　マルチの外交の課題といたしましては、日本はそれを支える事務局の邦人職員の増加ということを目指してきたわけですけれども、あわせて、今後は、政府間の協議体の議場そのものにおきます議長職を奪取する、取得するというところを目指すべきではないかと

思います。

　なぜならば、国際的なルールはまさに政府間の協議体において決まるわけで、議長職とは、今日におきましては非常に実質的な強い権限と情報収集力、大国も議長のところにはどんどん情報を持ってくる、そういうこともあります。そして、結果として、強い調整権

限、議長総括を起案するあるいは議長裁定を行うというようなことがなされます。ぜひ日本として、そのような議長職をもっと積極的にとるということを一つの外交の目的にしていただければ、あるいは方法論としていただければ、どれほど日本外交の存在感が増すか

わからないと思っております。

　しかし、つい最近非常にいいニュースがありまして、ひとつ私も軍縮の分野で仕事をしておりましたので心から喜ばしいと思うのですが、ウィーンに赴任されました天野大使がＩＡＥＡ、国際原子力機関の理事会の議長に選出されました。それから、ジュネーブに行か

れました藤崎大使が国連難民高等弁務官事務所執行委員会の議長に、つい最近ですが、選出されています。

　このような競争的にとる議長、場合によってはアルファベティカルオーダーに回ってくる議長職もあるんですけれども、競争的にとる議長というのはやはり非常に難しいのですね。その困難性ももっと国内で理解されるべきと思いますけれども、ぜひこのような流れが

続くことを期待したいと思います。

　そこで二つ質問なんですけれども、まず、そういう外交を目指すためには、ある意味で何十年もかけて若い外交官の育成から腐心していかなければならないということであります。将来、多国間協議の場において日本議長が続々と誕生するように、若い外交官の

志を励まし、そしてまた、そのような目的意識を持ってもらえるような省内での育成の仕方ということを副大臣にお伺いしたいと思います。

　それからもう一つは、バイの外交官が、もう少しマルチの目的、マルチ外交の場におきます日本の関心事項において、まず内容に精通していただき、そして赴任している先の先方政府にマルチの議場におきます日本の主張を常に働きかけるというような、連動性の

ある外交を一層展開していただきたいと思います。

　さきの国連安保理常任理事国を目指す外交においては、初めて本格的にそのような流れが、私は外部から見ておりましても感じられましたけれども、ぜひマルチの場におきます日本の主張を、バイの外交は日本の場合非常にすぐれた水準を維持しておりますの

で、それを動員して、マルチの外交におきますさまざまな成功をおさめるよう期待したいと思います。

　そのようなバイの外交におきます新しい方向性の拡充、もちろん二国間の外交処理というのは一番重要ですけれども、それとあわせて、そのような視点を拡充していくということについての副大臣のお考えをお伺いしたいと思います。

○谷川副大臣　委員が軍縮大使をしておられたときに、いろいろ議長をしておられて大変な成果を上げていただいたということは十分承知をいたしておるところでございます。そういう意味では、多国間の枠組みの議長を務めるということは、我が国の国際貢献を行っ

ていく上でも、また我が国の国益を可能な限り反映させていくという上でも、大変望ましいことではないかなというふうに思っておりますし、また極めて重要な方策の一つであるというふうに考えております。

　したがいまして、このような考え方から、政府といたしましても、これまで数々の国際機関その他の多国間の枠組みにおきまして議長職を務めているところでございまして、今後とも、こうした外交努力も重ねながら、グローバルな課題に対しましても積極的に取り組

んでまいりたいというふうに考えております。

　同時に、ただいまおっしゃいました今度の国連の常任理事国入りにつきましても、ちょっと私もＧ４に偏り過ぎたのではないかという考えも持っております。今委員のおっしゃったように、それぞれの国に対して、別の角度からいろいろな、外交、優秀な方々もおられ

るわけですから、そういうところの情報も十分とりながら、積極的に進めていくという面もこれから大いに取り入れていかないと、何となく、一極だけでやるとちょっと視野が狭いということになろうかというふうに思っておりますので、今後そういう方向にも努力したい

し、また若い外交官をそういう形で育てていくということが大変重要ではないかなというふうに思っておるところであります。

○猪口委員　どうもありがとうございました。

　質問を終えるに当たりまして、私は、この機会に一言、十一月十五日に予定されています紀宮内親王殿下清子様の御結婚、心からお喜び申し上げたいと思います。内親王様は、まさに人の和、平和の心、それを体現するかのようなお方でありまして、これまでの

御貢献に感謝し、末永いお幸せをお祈り申し上げたいと思います。

　あわせて、皇后陛下が七十一歳のお誕生日の際に述べられましたお言葉なんですけれども、サイパンの両陛下の御訪問との関係でのお言葉、私は胸にとめたいと思います。「戦争と平和につき、更に考えを深めていかなければいけないとの思いを深くしていま

す。」私も、一日本女性としてこの言葉を大事にこれから活動してまいりたいと思います。

　どうもありがとうございました。

○原田委員長　次に、鈴木馨祐君。

○鈴木（馨）委員　自由民主党の鈴木馨祐でございます。新人かつ若輩者ということでございますけれども、何分よろしくお願いいたします。

　まず、きょうは今週最初の外務委員会ということでございまして、本来であれば、日中首脳会談の成果などを伺えればと思っていたんですけれども、そうもいきませんので、本日は、対中政策、対中国外交というところに絞って質問を進めてまいりたいと思います。

　まず、外務大臣におかれましては、本当に、難局が続く中、難しい日本外交のかじ取り、日々激務をこなされていることに心より敬意を表したいと思います。




